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（訂正）臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに  

TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃⽌申請に関するお知らせ 

 

当社が 2026 年１月 15 日に開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総

会の開催並びに TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃⽌申請に関するお知らせ」につきま

して、記載内容に一部変更がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には、下

線を付しております。 

 

記 

 

【訂正前】 

２．本臨時株主総会に係る基準日等について  

当社は、本臨時株主総会において議決権を⾏使することができる株主を確定するため、2026 年１月

31日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載⼜は記録された株主をもって、その議決

権を⾏使することができる株主といたします。  

（１）基準日  2026 年１月 31 日（土曜日） 

（２）公告日  2026 年１月 15 日（木曜日） 

（３）公告⽅法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） 

        https://gt-hd.co.jp/ 

（４）開催日  2026 年３月３日（火曜日）（予定）  

（５）開催場所 東京都品川区西五反田七丁目 13 番６号 当社五反田事務所会議室 

 

３．本臨時株主総会の開催及び今後の予定  

上場廃⽌申請を⾏うにあたりましては、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施⾏

規則」第 130 条により、株主総会の特別決議を経ることとなっているため、2026 年３月３日開催予定

の本臨時株主総会において、「TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃⽌申請の件」を付議い

たします。  

本臨時株主総会における承認可決を経て、上場廃⽌申請書を東京証券取引所へ提出し受理された後、

当社株式は整理銘柄に割り当てられ、20 営業日後に上場廃⽌となる予定であります。（「特定上場有価

証券に関する有価証券上場規程の特例」第 143 条第２項及び「特定上場有価証券に関する有価証券上

場規程の特例の施⾏規則」第 130 条）  

https://gt-hd.co.jp/


 

（１）基準日公告の開始日    2026 年１月 15 日（木曜日） 

（２）本臨時株主総会の基準日  2026 年１月 31 日（土曜日） 

（３）招集通知の電子提供日   2026 年２月 9 日（月曜日）（予定） 

（４）招集通知の発送日         2026 年２月 13 日（金曜日）（予定） 

（５）臨時株主総会の開催日   2026 年３月３日（火曜日）（予定） 

（６）上場廃⽌申請書の提出日   2026 年３月３日（火曜日）（予定） 

（７）上場廃⽌日   2026 年４月１日（水曜日）（予定） 

 

【訂正後】 

２．本臨時株主総会に係る基準日等について  

当社は、本臨時株主総会において議決権を⾏使することができる株主を確定するため、2026 年１月

31日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載⼜は記録された株主をもって、その議決

権を⾏使することができる株主といたします。  

（１）基準日  2026 年１月 31 日（土曜日） 

（２）公告日  2026 年１月 15 日（木曜日） 

（３）公告⽅法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） 

        https://gt-hd.co.jp/ 

（４）開催日時 2026 年３月12日（木曜日）午前 11 時（予定）  

（５）開催場所 東京都品川区西五反田七丁目 22 番 17 号 ＴＯＣビル 13 階 131 号 

 

３．本臨時株主総会の開催及び今後の予定  

上場廃⽌申請を⾏うにあたりましては、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施⾏

規則」第 130 条により、株主総会の特別決議を経ることとなっているため、2026 年３月12日開催予

定の本臨時株主総会において、「TOKYO PRO Market における当社株式の上場廃⽌申請の件」を付議

いたします。  

本臨時株主総会における承認可決を経て、上場廃⽌申請書を東京証券取引所へ提出し受理された後、

当社株式は整理銘柄に割り当てられ、20 営業日後に上場廃⽌となる予定であります。（「特定上場有価

証券に関する有価証券上場規程の特例」第 143 条第２項及び「特定上場有価証券に関する有価証券上

場規程の特例の施⾏規則」第 130 条）  

 

（１）基準日公告の開始日    2026 年１月 15 日（木曜日） 

（２）本臨時株主総会の基準日  2026 年１月 31 日（土曜日） 

（３）招集通知の電子提供日   2026 年２月 18 日（水曜日）（予定） 

（４）招集通知の発送日         2026 年 2 月 24 日（火曜日）（予定） 

（５）臨時株主総会の開催日   2026 年３月 12 日（木曜日）（予定） 

（６）上場廃⽌申請書の提出日   2026 年３月 12 日（木曜日）（予定） 

（７）上場廃⽌日   2026 年４月 10 日（金曜日）（予定） 

以 上 

https://gt-hd.co.jp/

